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告 示

北海道告示第７８６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２１年１２月４日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除に係る保安林の所在場所 函館市日和山町１の１（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道渡島支庁産業振興部林務課及び函館市役所に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７８７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年１２月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
日高郡新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
�ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

�イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
�ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

�エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

日高郡新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
�ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
�イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

�ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

亀田郡七飯町（次の図に示す部分に限る。）
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� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
�ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
�イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

�ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第３８号

貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２４条の６の６第１項の規程により、次の貸金業者の登
録を取り消したので、同法第２４条の６の８の規定により公告する。
平成２１年１２月４日

北海道石狩支庁長 内 田 幹 秀
１ 住 所 札幌市中央区南３条西８丁目１番地８ ル・ガルニエ３０１号
２ 商号又は名称 ＭＴＳ
３ 氏 名 田中 政行
４ 登 録 番 号 北海道知事�石第０３０４１号
５ 登録取消年月日 平成２１年１１月２４日

北海道後志支庁告示第９９号

次のとおり一般競争入札による落札者を決定した。
平成２１年１２月４日

北海道後志支庁長 谷 本 辰 美
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ロ－タリ除雪車 １台
� 除雪トラック １台
� 小型除雪車（１．３	／７００ｔ）１台

 小型除雪車（１．５	／８００ｔ）１台
２ 落札を決定した日
平成２１年１１月１２日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�、�及び

ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

� １の�
ア 氏 名 北海道日野自動車株式会社
イ 住 所 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番１５号

４ 落札金額
� ３１，１８５，０００円
� ３３，９１５，０００円
� １２，５１６，０００円

 １７，４７２，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年１０月２日付け北海道後志支庁告示第７８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道小�土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 小�市奥沢１丁目２１番１号

道教育庁空知教育局告示

北海道教育庁空知教育局告示第３２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年１２月４日

北海道教育庁空知教育局長 上 田 充
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
� パーソナルコンピュータ 一式８４台（普通科高等学校用）
� パーソナルコンピュータ 一式２２台（職業科高等学校用）
２ 落札を決定した日
平成２１年１１月１２日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
イ 住 所 東京都港区芝５丁目２９番１１号

�ア 氏 名 日立キャピタル株式会社
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イ 住 所 東京都港区西新橋２丁目１５番１２号
４ 落札金額
� １９７，３５８円
� ７０，６６５円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年１０月２日付け北海道教育庁空知教育局告示第２７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁空知教育局企画総務課
� 所在地 岩見沢市８条西５丁目

道 公 安 委 員 会 規 則

銃砲刀剣類所持等取締法等の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布す
る。
平成２１年１２月４日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第１５号

銃砲刀剣類所持等取締法等の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則
（銃砲刀剣類の所持許可等に関する申請書等の部数を定める規則の一部改正）
第１条 銃砲刀剣類の所持許可等に関する申請書等の部数を定める規則（昭和４２年北海道公
安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。
本則の表１の項中「第２条の２第１項の規定による」を「第５条第１項の」に改め、同
表２の項中「第３条第１項の規定による」を「第６条第１項の」に改め、同表３の項中
「第３条第４項の規定による」を「第６条第４項の」に、「第２条の２第３項」を「第５
条第３項」に改め、同表４の項から９の項までの規定中「第４条の規定による」を「第９
条の」に改め、同表１０の項中「第７条の規定による」を「第３０条の」に改め、同表１１の項
を次のように改める。

１１ 府令第３３条第１項の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書（府令第７９条に
おいて準用する場合の年少射撃資格認定証書換申請書を含む。）

１通

本則の表１２の項中「第１１条の規定による」を「第３４条の」に改め、同表１３の項中「第１１
条の４の規定による」を「第３７条の」に改め、同表１４の項中「第１１条の５第１項の規定に
よる」を「第３８条第１項の」に改め、同表１５の項中「第１１条の５の３第２項の規定によ

る」を「第４０条第２項の」に改め、同表に次のように加える。

１６ 府令第７５条の年少射撃資格認定申請書
１７ 府令第８０条の年少射撃資格認定証再交付申請書

１通
１通

（猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する申請書等の部数を定める規則の
一部改正）
第２条 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する申請書等の部数を定める規
則（昭和４２年北海道公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
本則中「総理府令（」を「内閣府令（」に改める。
本則の表４の項中「第７条第１項」を「第７条」に改め、同表中８の項を削り、９の項
を８の項とする。
（射撃教習に係る教習資格認定証の有効期間を定める規則の一部改正）
第３条 射撃教習に係る教習資格認定証の有効期間を定める規則（昭和５５年北海道公安委員
会規則第７号）の一部を次のように改正する。
本則中「第６条の３第２項」を「第２６条第２項」に改める。
（銃砲刀剣類所持等取締法第１２条の３の診断を行う医師の指定に関する規則の一部改正）
第４条 銃砲刀剣類所持等取締法第１２条の３の診断を行う医師の指定に関する規則（平成２１
年北海道公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。
第１条第１項の表中「第５条第１項第２号」を「第５条第１項第３号」に、「第５条の
２第３号」を「第８条第３号」に、「第５条第１項第３号及び第４号」を「第５条第１項
第４号及び第５号」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

銃砲刀剣類所持等取締法第４条の３第２項の診断を行う医師の指定に関する規則をここに
公布する。
平成２１年１２月４日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第１６号

銃砲刀剣類所持等取締法第４条の３第２項の診断を行う医師の指定に関する規則
（医師の指定）
第１条 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条の３第２項の診断を行う医
師の指定（以下「医師の指定」という。）は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８
条第１６項に規定する認知症の診断について、特に専門的な知識及び技能を有すると認めら
れる医師のうちから行うものとする。
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２ 医師の指定の期間は３年以内とし、再指定を妨げないものとする。
（告示）
第２条 医師の指定を行ったときは、その氏名並びに勤務する病院等の名称及び所在地を告
示するものとする。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道 公 安 委 員 会 告 示

北海道公安委員会告示第１４１号

北海道公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２１年１２月４日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会公印規程の一部を改正する規程

北海道公安委員会公印規程（昭和５４年北海道公安委員会告示第４８号）の一部を次のように
改正する。

別表専用公印の部北海道公安委員会印の項中

「
６ 指定射撃場、教習射撃場及
び練習射撃場指定申請書の記
載事項変更届出済証明並びに
教習射撃指導員及び練習射撃
指導員選任届出済証明の押印

」

を

「
６ 指定射撃場、教習射撃場及
び練習射撃場指定申請書の記
載事項変更届出済証明、教習
射撃指導員及び練習射撃指導
員選任届出済証明並びに猟銃
安全指導委員証の押印

」

に改め、同部北海道公安委員会圧印の項中「技能検

定通知書」の次に「、技能講習通知書」を、「練習資格認定証」の次に「、年少射撃資格認

定証」を加え、同部北海道公安委員会小印の項中

「
２ 講習修了証明書、技能検定
合格証明書、人命救助等に従
事する者届出済証明書、銃砲
刀剣類に係る使用人届出済証
明書、猟銃・空気銃所持許可
証並びに刀剣類所持許可証の
記載事項変更欄及び記載事項

を

の書換え部分のまっ消の押印
」

「
２ 講習修了証明書、技能講習
修了証明書、年少射撃資格講
習修了証明書、技能検定合格
証明書、人命救助等に従事す
る者届出済証明書、銃砲刀剣
類に係る使用人届出済証明
書、猟銃・空気銃所持許可
証、銃砲所持許可証、刀剣類
所持許可証、教習資格認定
証、練習資格認定証及び年少
射撃資格認定証の記載事項変
更欄及び記載事項の書換え部
分のまっ消の押印

」

に改める。

附 則

この規程は、平成２１年１２月４日から施行する。

道函館方面公安委員会告示

北海道函館方面公安委員会告示第３３号

北海道函館方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２１年１２月４日

北海道函館方面公安委員会委員長 � 田 竹 人
北海道函館方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程

北海道函館方面公安委員会公印規程（昭和５４年北海道函館方面公安委員会告示第２６号）の
一部を次のように改正する。

別表専用公印の部北海道函館方面公安委員会印の項中

「
６ 指定射撃場、教習射撃場
及び練習射撃場指定申請書
の記載事項変更届出済証明
並びに教習射撃指導員及び
練習射撃指導員選任届出済
証明の押印

」

を

「
６ 指定射撃場、教習射撃場
及び練習射撃場指定申請書
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の記載事項変更届出済証
明、教習射撃指導員及び練
習射撃指導員選任届出済証
明並びに猟銃安全指導委員
証の押印

」

に改め、同部北海道函館方面公安委員会圧印の項中「技能

検定通知書」の次に「、技能講習通知書」を、「練習資格認定証」の次に「、年少射撃資格認定

証」を加え、同部北海道函館方面公安委員会小印の項中

「
２ 講習修了証明書、技能検
定合格証明書、人命救助等
に従事する者届出済証明
書、銃砲刀剣類に係る使用
人届出済証明書、猟銃・空
気銃所持許可証及び銃砲所
持許可証並びに刀剣類所持
許可証の記載事項変更欄及
び記載事項の書換え部分の
まっ消の押印

」

を

「
２ 講習修了証明書、技能講
習修了証明書、年少射撃資
格講習修了証明書、技能検
定合格証明書、人命救助等
に従事する者届出済証明
書、銃砲刀剣類に係る使用
人届出済証明書、猟銃・空
気銃所持許可証、銃砲所持
許可証、刀剣類所持許可
証、教習資格認定証、練習
資格認定証及び年少射撃資
格認定証の記載事項変更欄
及び記載事項の書換え部分
のまっ消の押印

」

に改める。

附 則

この規程は、平成２１年１２月４日から施行する。

道旭川方面公安委員会告示

北海道旭川方面公安委員会告示第４８号

北海道旭川方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２１年１２月４日
北海道旭川方面公安委員会委員長 秋 元 正 智

北海道旭川方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程
北海道旭川方面公安委員会公印規程（昭和５４年北海道旭川方面公安委員会告示第２８号）の
一部を次のように改正する。

別表専用公印の部北海道旭川方面公安委員会印の項中

「
６ 指定射撃場、教習射撃場及
び練習射撃場指定申請書の記
載事項変更届出済証明並びに
教習射撃指導員及び練習射撃
指導員選任届出済証明の押印

」

を

「
６ 指定射撃場、教習射撃場及
び練習射撃場指定申請書の記
載事項変更届出済証明、教習
射撃指導員及び練習射撃指導
員選任届出済証明並びに猟銃
安全指導委員証の押印

」

に改め、同部北海道旭川方面公安委員会圧印の項中「技

能検定通知書」の次に「、技能講習通知書」を、「練習資格認定証」の次に「、年少射撃資格認定

証」を加え、同部北海道旭川方面公安委員会小印の項中

「
２ 講習修了証明書、技能検定
合格証明書、人命救助等に従
事する者届出済証明書、銃砲
刀剣類に係る使用人届出済証
明書、猟銃・空気銃所持許可
証及び銃砲所持許可証並びに
刀剣類所持許可証の記載事項
変更欄及び記載事項の書換え
部分のまっ消の押印

」

を

「
２ 講習修了証明書、技能講習
修了証明書、年少射撃資格講
習修了証明書、技能検定合格
証明書、人命救助等に従事す
る者届出済証明書、銃砲刀剣
類に係る使用人届出済証明
書、猟銃・空気銃所持許可
証、銃砲所持許可証、刀剣類
所持許可証、教習資格認定
証、練習資格認定証及び年少

に改める。
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射撃資格認定証の記載事項変
更欄及び記載事項の書換え部
分のまっ消の押印

」
附 則

この規程は、平成２１年１２月４日から施行する。

道釧路方面公安委員会告示

北海道釧路方面公安委員会告示第５３号

北海道釧路方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２１年１２月４日

北海道釧路方面公安委員会委員長 小 西 保 男
北海道釧路方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程

北海道釧路方面公安委員会公印規程（昭和５４年北海道釧路方面公安委員会告示第１８号）の
一部を次のように改正する。

別表専用公印の部北海道釧路方面公安委員会印の項中

「
６ 指定射撃場、教習射撃場
及び練習射撃場指定申請書
の記載事項変更届出済証明
並びに教習射撃指導員及び
練習射撃指導員選任届出済
証明の押印

」

を

「
６ 指定射撃場、教習射撃場
及び練習射撃場指定申請書
の記載事項変更届出済証
明、教習射撃指導員及び練
習射撃指導員選任届出済証
明並びに猟銃安全指導委員
証の押印

」

に改め、同部北海道釧路方面公安委員会圧印の項中

「技能検定通知書」の次に「、技能講習通知書」を、「練習資格認定証」の次に「、年少射
撃資格認定証」を加え、同部北海道釧路方面公安委員会小印の項中

「
２ 講習修了証明書、技能検
定合格証明書、人命救助等

「
２ 講習修了証明書、技能講
習修了証明書、年少射撃資
格講習修了証明書、技能検
定合格証明書、人命救助等

に従事する者届出済証明
書、銃砲刀剣類に係る使用
人届出済証明書、猟銃・空
気銃所持許可証及び銃砲所
持許可証並びに刀剣類所持
許可証の記載事項変更欄及
び記載事項の書換え部分の
まっ消の押印

」

を

に従事する者届出済証明
書、銃砲刀剣類に係る使用
人届出済証明書、猟銃・空
気銃所持許可証、銃砲所持
許可証、刀剣類所持許可
証、教習資格認定証、練習
資格認定証及び年少射撃資
格認定証の記載事項変更欄
及び記載事項の書換え部分
のまっ消の押印

」

に改める。

附 則

この規程は、平成２１年１２月４日から施行する。

道北見方面公安委員会告示

北海道北見方面公安委員会告示第２７号

北海道北見方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２１年１２月４日

北海道北見方面公安委員会委員長 前 川 隆 一
北海道北見方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程

北海道北見方面公安委員会公印規程（昭和５４年北海道北見方面公安委員会告示第１８号）の
一部を次のように改正する。

別表専用公印の部北海道北見方面公安委員会印の項中

「
６ 指定射撃場、教習射撃場
及び練習射撃場指定申請書
の記載事項変更届出済証明
並びに教習射撃指導員及び
練習射撃指導員選任届出済
証明の押印

」

を

「
６ 指定射撃場、教習射撃場
及び練習射撃場指定申請書
の記載事項変更届出済証
明、教習射撃指導員及び練
習射撃指導員選任届出済証
明並びに猟銃安全指導委員
証の押印

」

に改め、同部北海道北見方面公安委員会圧印の項中「技能
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検定通知書」の次に「、技能講習通知書」を、「練習資格認定証」の次に「、年少射撃資格認定

証」を加え、同部北海道北見方面公安委員会小印の項中

「
２ 講習修了証明書、技能検
定合格証明書、人命救助等
に従事する者届出済証明
書、銃砲刀剣類に係る使用
人届出済証明書、猟銃・空
気銃所持許可証及び銃砲所
持許可証並びに刀剣類所持
許可証の記載事項変更欄及
び記載事項の書換え部分の
まっ消の押印

」

を

「
２ 講習修了証明書、技能講
習修了証明書、年少射撃資
格講習修了証明書、技能検
定合格証明書、人命救助等
に従事する者届出済証明
書、銃砲刀剣類に係る使用
人届出済証明書、猟銃・空
気銃所持許可証、銃砲所持
許可証、刀剣類所持許可
証、教習資格認定証、練習
資格認定証及び年少射撃資
格認定証の記載事項変更欄
及び記載事項の書換え部分
のまっ消の押印

」

に改める。

附 則

この規程は、平成２１年１２月４日から施行する。
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